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【手続補正書】
【提出日】平成22年1月15日(2010.1.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２つの端部を有する自己拡張型ステントを含む管腔内機器であって、前記機
器が、前記ステントの少なくとも一部を覆う被覆体を備えており、前記端部が、身体導管
内に挿入するための圧縮状態と、拡張状態とを有しており、前記端部のそれぞれが、前記
端部を圧縮状態から拡張状態に展開させるために引張り力を加えることによって個別に操
作可能な解放フィラメントを有している、管腔内機器。
【請求項２】
　前記フィラメントのうちの少なくとも１つが、前記管腔内機器の１つの端部から、中央
長さ部分に向かって延在する、請求項１に記載の管腔内機器。
【請求項３】
　前記端部のうちの少なくとも１つが、拘束シースによって圧縮状態に保持される、請求
項２に記載の管腔内機器。
【請求項４】
　前記拘束シースが、前記フィラメントに引張り力を加えることによって、前記少なくと
も１つの端部から解放される、請求項３に記載の管腔内機器。
【請求項５】
　前記拘束シースが、前記少なくとも１つの端部で始まり前記管腔内機器の中央長さ部分
に向かって進む方向で解放される、請求項４に記載の管腔内機器。
【請求項６】
　前記拘束シースが、前記少なくとも１つの端部を超えて延在して、前記圧縮状態におけ
る前記端部の直径よりも小さな直径を有する尖った導入体先端を形成する、請求項５に記
載の管腔内機器。
【請求項７】
　前記端部のうちの少なくとも１つが、拘束シースによって圧縮状態に保持される、請求
項１に記載の管腔内機器。
【請求項８】
　前記拘束シースが、前記フィラメントに引張り力を加えることによって、前記少なくと
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も１つの端部から解放される、請求項７に記載の管腔内機器。
【請求項９】
　前記拘束シースが、前記少なくとも１つの端部で始まり前記管腔内機器の中央長さ部分
に向かって進む方向で解放される、請求項８に記載の管腔内機器。
【請求項１０】
　前記拘束シースが、前記少なくとも１つの端部を超えて延在して、前記圧縮状態におけ
る前記端部の直径よりも小さな直径を有する尖った導入体先端を形成する、請求項９に記
載の管腔内機器。
【請求項１１】
　前記拘束シースが、前記少なくとも１つの端部で始まり前記管腔内機器の中央長さ部分
に向かって進む方向で解放される、請求項７に記載の管腔内機器。
【請求項１２】
　前記拘束シースが、前記少なくとも１つの端部を超えて延在して、前記圧縮状態におけ
る前記端部の直径よりも小さな直径を有する尖った導入体先端を形成する、請求項７に記
載の管腔内機器。
【請求項１３】
　前記管腔内機器の長さの少なくとも一部に沿って、軸方向補剛材が軸方向に延在する、
請求項７に記載の管腔内機器。
【請求項１４】
　前記軸方向補剛材が前記拘束シースと前記管腔内機器との間に延在する、請求項１３に
記載の管腔内機器。
【請求項１５】
　前記軸方向補剛材がワイヤを含む、請求項１４に記載の管腔内機器。
【請求項１６】
　前記軸方向補剛材がロッドを含む、請求項１３に記載の管腔内機器。
【請求項１７】
　前記軸方向補剛材が管を含む、請求項１３に記載の管腔内機器。
【請求項１８】
　前記軸方向補剛材が、前記軸方向補剛材の長さの少なくとも一部に沿って可変の剛性を
有する、請求項１３に記載の管腔内機器。
【請求項１９】
　前記機器が、直接可視化下で、手によって植え込み可能である、請求項１に記載の管腔
内機器。
【請求項２０】
　被覆体を有する前記自己拡張型ステントが、前記端部間に延在する管腔を有し、そして
前記管腔内部には他の部品を収容しない、請求項１に記載の管腔内機器。
【請求項２１】
　被覆体を有する前記自己拡張型ステントが、前記端部間に延在する管腔を有し、そして
前記管腔内部に軸方向補剛部品を収容する、請求項１に記載の管腔内機器。
【請求項２２】
　前記被覆体が、外方にめくり返された部分を有する、請求項１に記載の管腔内機器。
【請求項２３】
　前記被覆体が、少なくとも１つの波形部分を有している、請求項１に記載の管腔内機器
。
【請求項２４】
　前記被覆体が、外方にめくり返された部分を有する、請求項２３に記載の管腔内機器。
【請求項２５】
　第１及び第２の端部を有する自己拡張型ステントを含む管腔内機器であって、前記機器
が、前記ステントの少なくとも一部を覆う被覆体を備えており、前記第１及び第２の端部
が、身体導管内に挿入するための圧縮状態と、拡張状態とを有しており、前記第１の端部
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が、第１の拘束シースを解放するように構成された第１の解放フィラメントによって圧縮
状態から拡張状態に個別に展開可能な当該第１の拘束シースによって圧縮状態に保持され
ており、そして前記第２の端部が、第２の拘束シースを解放するように構成された第２の
解放フィラメントによって圧縮状態から拡張状態に個別に展開可能な当該第２の拘束シー
スによって圧縮状態に保持されており、展開は前記端部で開始されて前記機器の中央長さ
部分に向かって進む、管腔内機器。
【請求項２６】
　前記第１の拘束シースが、前記自己拡張型ステントの前記第１の端部を超えて延在する
端部分を備えており、前記端部分が、前記自己拡張型ステントの前記圧縮状態よりも小さ
な直径を有する尖った導入体である、請求項２５に記載の管腔内機器。
【請求項２７】
　前記自己拡張型ステントが所定の長さを有しており、そして前記管腔内機器が、前記自
己拡張型ステントの長さの少なくとも一部に沿って軸方向補剛部品を内蔵している、請求
項２５に記載の管腔内機器。
【請求項２８】
　前記管腔内機器が、直接可視化下で、手によって植え込み可能である、請求項２５に記
載の管腔内機器。
【請求項２９】
　少なくとも１つの端部を有する自己拡張型ステントを含む管腔内機器であって、前記機
器が、前記ステントの少なくとも一部を覆う被覆体を備えており、前記少なくとも１つの
端部が、身体導管内に挿入するための圧縮状態と、拡張状態とを有しており、前記少なく
とも１つの端部が、第１の拘束シースによって圧縮状態に保持されており、前記拘束シー
スが、前記第１の端部を超えて延在して、前記圧縮された少なくとも１つの端部よりも小
さな直径を有する導入体を内蔵する、管腔内機器。
【請求項３０】
　前記少なくとも１つの端部が、前記拘束シースを解放するように構成された解放フィラ
メントによって圧縮状態から拡張状態に展開可能である、請求項２９に記載の管腔内機器
。
【請求項３１】
　前記少なくとも１つの端部が、概ね前記第１の端部から、前記機器の中央部分に向かっ
て延びる方向で展開する、請求項３０に記載の管腔内機器。
【請求項３２】
　前記管腔内機器が、直接可視化下で、手によって植え込み可能である、請求項２９に記
載の管腔内機器。
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